
 

 

諮問事項（４） 

 

川口都市計画道路の変更について 

「新井宿駅前広場」 
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都市計画道路の変更（新井宿駅前広場） 

 

                                                                                                                             

１．都市計画決定の概要 

名     称 ３・１・１０３号 新井宿駅前広場 

位     置 
（起点）川口市大字新井宿字下一斗蒔 

（終点）川口市大字新井宿字下一斗蒔 

面積、幅員等 約５,０００㎡、幅員９０～９８m 

告示日（当初／最終） 
（当初）平成６年４月８日 

（最終）平成２６年２月４日（合併による変更） 

 

２．都市計画決定と都市計画変更の理由 

都市計画道路３・１・１０３号新井宿駅前広場は、都市高速鉄道新設に伴う土地利用計

画・交通体系を検討した結果、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため３・４・７４

号新井宿駅前通り線に付随する形で平成６年４月８日に都市計画決定され、その後埼玉県

が定めた「県管理の停車場線と駅前広場の都市計画の取扱い」に基づき、県決定の都市計

画道路と一体的に定めている駅前広場を分離し、平成２６年２月４日に川口市決定として

新たに駅前広場を定めました。 

当初、駅周辺での土地区画整理事業を前提に、現道や高低差等地理的状況を考慮してい

ない形で都市計画決定をしており、また、近年の社会情勢は大きく変化し道路計画を取り

巻く環境も変わっていることや、駅利用者数も当初見込みよりも大きく下回っていること

から、駅前広場の形状、面積を見直す必要があるとし、検証を行ったところ、都市計画決

定区域を縮小しても駅前広場としての機能を損なわないという結果であったため、駅前広

場の縮小を検討するものです。 

 

３．変更手続きスケジュール（案） 

 令和５年２月２７日～３月７日  関係地権者への事前説明 

令和５年６月２５日～６月２６日 住民説明会 

令和５年７月５日        川口市都市計画審議会（報告） 

令和５年９月１１～９月２５日   案の公告・縦覧 

令和５年１１月１４日       川口市都市計画審議会（諮問） 

令和５年１１月下旬       決定告示・縦覧公告 
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〈変更箇所位置図〉 

変更箇所 

都市計画道路３・４・７４号新井宿駅前通り線 
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〈変更前後図〉 

【変更前】 

３・１・１０３号 
新井宿駅前広場 

約５，０００㎡ 

３・１・１０３号 
新井宿駅前広場 

約３，１００㎡ 

（変更前） 
・都市計画決定区域 約 5,000 ㎡ 
・駅周辺での土地区画整理事業を前提に、現道や高低差等地理的状況を考慮 
していない形で都市計画決定をしている 

・都市計画決定当初の駅利用者数の見込み 31,399 人/日 

（変更後） 
・都市計画決定区域 約 3,100 ㎡ 
・駅周辺の現道や高低差等地理的状況を考慮した形で都市計画決定を行う 
・将来駅利用者数（2042 年）の見込み 12,612 人/日 

【変更後】 
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約 2,200 ㎡ 
約 3,100 ㎡ 

約 5,000 ㎡ 
暫定駅前広場        ：約 2,200 ㎡ 

都市計画決定区域      ：約 5,000 ㎡ 

変更後都市計画決定区域（案）：約 3,100 ㎡ 

写真１：暫定駅前広場 

写真２：新井宿駅出入り口 写真３：新井宿駅出入り口（エレベーター） 

〈新井宿駅前広場の考え方〉 

市道 759-1 号 

新井宿駅出入り口 

４ 
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川口都市計画道路の変更（川口市決定） 

 

１．都市計画道路中３・１・１０３号新井宿駅前広場を次のように変更する。 

 

種
別 

名 称 位 置 区域 構 造 備考 

番 号 路線名 起 点 終 点 
主 な 

経過地 
延 長 

構 造 

形 式 

車 線 

の 数 
幅 員 

地表式

の区間

におけ

る鉄道

等との

交差の

構 造 

 

幹
線
街
路 

3・1・103 

新井宿

駅前 

広場 

川口市 

大字新

井宿字

下一斗

蒔 

川口市

大字新

井宿字

下一斗

蒔 

川口市

大字新

井宿字

下一斗

蒔 

約 59ｍ 地表式 - 

12ｍ 

～ 

65ｍ 

幹線街

路と平

面交差 

1 箇所 

新井宿 

駅前広場

面積約

3,100 ㎡ 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

 3・1・103 号新井宿駅前広場は、都市高速鉄道新設に伴う土地利用計画・交通体系を検討した結

果、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため定められた駅前広場です。 

 しかしながら、近年の社会情勢は大きく変化し道路計画を取り巻く環境も変わっていることや、 

駅利用者数も都市計画決定当初の見込みを下回っており、駅前広場の形状・面積を見直す必要があ

ることから、検証を行った結果、一部区域を削除するものです。 

 

  

６ 



理 由 書 

 

 本理由書は、都市計画法第 21 条第 2項の規定において準用する同法第 17 条第 1項の規定に基づ

き、川口都市計画道路の変更についての理由を示したものです。 

 

 

Ⅰ．川口都市計画区域の位置等 

川口都市計画区域は、都心から約 20km 圏、埼玉県の南端に位置しています。 

また、川口都市計画区域に含まれる土地の区域は、川口市の行政区域の全域です。 

 

【３・１・１０３号 新井宿駅前広場】 

本路線は、川口市の大字新井宿字下一斗蒔に位置し、延長約 60ｍ、幅員 90～98ｍの幹線街路で

す。 

 

Ⅱ．変更の理由 

3・1・103 号新井宿駅前広場は、都市高速鉄道新設に伴う土地利用計画・交通体系を検討した結 

果、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため定められた駅前広場です。 

 しかしながら、近年の社会情勢は大きく変化し道路計画を取り巻く環境も変わっていることや、 

駅利用者数も都市計画決定当初の見込みを下回っており、駅前広場の形状・面積を見直す必要があ 

ることから、検証を行った結果、一部区域を削除するものです。 

 

Ⅲ．変更の内容 

 

名 称 延 長 車線数 幅 員 変更内容 

3・1・103 号新井宿駅前広場 
約 59ｍ 

（約 60ｍ） 
- 

12ｍ～65ｍ 

（90ｍ～98ｍ） 

・一部区域の

削除 

  括弧内は変更前を示す 

 

Ⅳ．関連する都市計画 

 なし 
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新旧対照表 

 

 種
別 

名 称 位 置 区 域 構 造 備考 

番 号 路 線 名 起 点 終 点 
主 な 

経 過 地 
延 長 

構 造 

形 式 

車 線 

の 数 
幅 員 

地表式

の区間

におけ

る鉄道

等との

交差の

構 造 

 

新 

幹
線
街
路 

3・1・103 

新 井 宿

駅 前 広

場 

川口市 

大字新

井宿字

下一斗

蒔 

川口市 

大字新

井宿字

下一斗

蒔 

川口市 

大字新

井宿字

下一斗

蒔 

約 59ｍ 地表式 - 

12ｍ 

～ 

65ｍ 

幹線街

路と平

面交差

1箇所 

面積 

約3,100㎡ 

旧 

幹
線
街
路 

3・1・103 

新 井 宿

駅 前 広

場 

川口市 

大字新

井宿字

下一斗

蒔 

川口市 

大字新

井宿字

下一斗

蒔 

川口市 

大字新

井宿字

下一斗

蒔 

約 60ｍ 地表式 - 

90ｍ 

～ 

98ｍ 

幹線街

路と平

面交差

1箇所 

面積 

約5,000㎡ 

 

 

８ 




